
ご予約・お問合せ　臼杵市役所　☎　0972-63-1111　　

空き家を放置すると…？

令和　  年    月   　日 (金)

10:00～12:00 / 13:30～15:00
臼杵市役所　臼杵庁舎１Ｆ 大会議室

損害賠償の責任を負う場合があります

建物の倒壊や瓦の落下、火災などで周囲の家屋や通行人に被害が及ぶと…
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火災のおそれ

瓦や外壁材などが
飛んで隣人や通行人
を傷つけるおそれ

草木が生い茂り
隣家や道路に
はみ出すおそれ

不審者の侵入や
不法投棄のおそれ

倒壊して隣家や通行人
に被害が出るおそれ
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悪臭や有害物質が
発生するおそれ

害虫や小動物が
棲みつくおそれ

こうなる前に！早めの相談がおすすめです

相続するには
どういう手続きが
必要なのかな？

今にも崩れ
そうで怖い！

空き家バンク
って何？

まだ住めるし
誰かに貸したいな

解体したら
税金はどう
なるの？

空き店舗で
お店を始めたい

気にはなるけど
何から始めたら

良いのか…

当日の相談員：　大分県司法書士会 / 大分県建築士会臼杵支部 / 

　　　　　　　　大分県宅地建物取引業務会臼杵支部 / 臼杵市

予約優先！
【空き家バンク】 地域力創生課

【解体・管理】　 都市デザイン課（内5550）
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予約が埋まり次第、受付を
停止する場合があります


